
平成 27 年４月 28 日　火曜日 第３６８９号福 岡 県 公 報 増刊①

定期発行日　毎週火金曜日
〔発行〕 〒 812-8577
〔作成〕 〒 812-0016

福 岡 市 博 多 区 東 公 園 ７ 番 ７ 号
福岡市博多区博多駅南六丁目 6 番 1 号

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

第
三
千
六
百
八
十
九
号

増

刊

①

１

福 岡 県　総 務 部 行 政 経 営 企 画 課
株式会社ドミックスコーポレーション

（電話 092-643-3028)
（電話 092-431-4061)

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…
…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

様式第 9号（第 8条関係） 

業務従事証明書 

                              年  月  日 

福岡県知事 殿 

薬局開設者又は医薬品の 

販売業者名             印 

代表者氏名 

（許可番号：             ） 

管理者氏名             印 

下記の者の業務は、以下のとおりであることを証明します。 

氏名 （生年月日   年  月  日） 

住所 
〒 

 

薬局、店舗又は 

配置販売業の名称 

 

 

薬局若しくは店舗 

の所在地又は配置 

販売業の区域 

 

 

 

 

薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務に従事した期間 

 

 年    月 ～    年    月（   年   月間） 

  

 

 

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書で明瞭に書く。 

３ 以下の業務について、１か月に合計８０時間以上従事した月を記載すること。 

・主に一般用医薬品の販売等の直接の業務 

・一般用医薬品の販売時の情報提供業務 

・一般用医薬品に関する相談対応業務 

・一般用医薬品の販売制度の内容等の説明 

・一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務 

・一般用医薬品の陳列や広告に関する業務 

４ 業務の従事期間が２年以上である登録販売者について証明する場合は、「薬剤師又は登録販

売者の管理・指導の下で業務に従事した期間」を「業務期間」と読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年４月 28 日　火曜日 第３６８９号 増刊①福 岡 県 公 報 ４

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

様式第 10号（第 8条関係） 

 実務従事証明書 

                              年  月  日 

福岡県知事 殿 

薬局開設者又は医薬品の 

販売業者名             印 

代表者氏名 

（許可番号：             ） 

管理者氏名             印 

下記の者の実務は、以下のとおりであることを証明します。 

氏名 （生年月日   年  月  日） 

住所 
〒 

 

薬局、店舗又は 

配置販売業の名称 

 

 

薬局若しくは店舗 

の所在地又は配置 

販売業の区域 

 

 

 

 

薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で実務に従事した期間 

 

 年    月 ～    年    月（   年   月間） 

 

 

 

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。 

２ 字は、墨、インク等を用い、楷書で明瞭に書く。 

３ 以下の業務について、１か月に合計８０時間以上従事した月を記載すること。 

・主に一般用医薬品の販売等の直接の実務 

・一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する実務又はその内容を知ることができる実務 

・一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する実務又はその内容を知ることが

できる実務 

・一般用医薬品の販売制度の内容等の説明を知ることができる実務 

・一般用医薬品の管理や貯蔵に関する実務 

・一般用医薬品の陳列や広告に関する実務 

 



平成 27 年４月 28 日　火曜日 第３６８９号福 岡 県 公 報 増刊①５

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
　
　
　
掲

をに
」」

「「

医
療
指
導
課

医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

漁
業
管
理
課

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室

高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

地
域
支
援
係　

在
宅
医
療
係　

在
宅
介
護
・
予
防
係　

介
護
人
材
係
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

じ
ん

じ
ん
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
小
児
慢
性

特
定
疾
病
審
査
会

保
健
医
療
介
護
部

健
康
増
進
課

児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
認
定
に
関
す
る
審
査

に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
県
指
定
難
病

審
査
会

保
健
医
療
介
護
部

健
康
増
進
課

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
医
療
費
の
支
給
認
定
に
関

す
る
審
査
に
関
す
る
こ
と
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
い
じ
め
に

よ
る
重
大
事
態
再

調
査
委
員
会

総
務
部

私
学
学
事
振
興
局

私
学
振
興
課

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十
条
第
二

項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
の
調
査
等
を
行
う
こ
と
。

福
岡
県
子
ど
も
・

子
育
て
会
議

福
祉
労
働
部

子
育
て
支
援
課

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
か
つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該

施
策
の
実
施
状
況
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
の
設
置
等
の
認
可
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
同

法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の

調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
北
筑
後
保
健

福
祉
環
境
事
務
所
環

境
指
導
係

第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
福
岡
県
北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

の
管
轄
区
域
及
び
久
留
米
市
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

９
の
８
廃
棄
物
対

　
　
　

策
専
門
監

上
司
の
命
を
受
け
、
産
業
廃
棄
物
に
係
る
検
査
及
び
違
反
行
為
等
の
是
正
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
専
門
事
項
に
関
す
る
も
の
を
掌
理
す
る
。

 
の
２
企
画
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
出
先
機
関
の
企
画
、
調
整
等
に
関
す
る
事
務
に
関
し

、
所
長
又
は
副
所
長
を
補
佐
す
る
。

30

「

」

セ
ン
タ
ー
長

の
決
裁
事
項

主
務
課
の
課
長

主
務
係
の
係
長

を
」

「

セ
ン
タ
ー
長

の
決
裁
事
項

主
務
課
の
課
長

主
務
係
の
係
長
（
係
長
を
置
か
な
い
課
に

あ
つ
て
は
、
所
長
が
指
定
す
る
職
員
）

に
改
め
る
。
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

を

田
川
郡
大
任
町

田
川
郡
大
任
町

「

」
に
改
め
、
同
表
公
害

田
川
郡
大
任
町

田
川
郡
大
任
町

田
川
郡
福
智
町

田
川
郡
福
智
町

「

」

「

」
を

室長
副課長
副室長
監察監
企画広報監
企画監
地域企画監
情報企画監
産業企画監
県政情報監
防災危機管理
専門監
監査指導監
検査監
建設監理監

「

」
に
、

室長
副課長
副室長
監察監
企画広報監
企画監
地域企画監
情報企画監
産業企画監
県政情報監
防災危機管理
専門監
監査指導監
廃棄物対策専
門監
検査監
建設監理監
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

10　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

「

」
を

総務課長課長

「

」
に
、

総務課長
企画主幹

課長

「

」
を

障害者更生相談所 副長

「

」
に
、

障害者更生相談所 係長
副長

「

」
を

事務局次長
法務監
副理事

「

」
を

課長技術補佐

「

」
に
改
め
る
。

課長補佐
課長技術補佐
企画主幹

「

」
に
改
め
る
。

事務局次長
法務監
副理事

理事

「

」
を

副
課
（
室
）
長

企
画
広
報
監

企
画
監

地
域
企
画
監

情
報
企
画
監

産
業
企
画
監

県
政
情
報
監

防
災
危
機
管
理
専
門
監

監
査
指
導
監

検
査
監

建
設
監
理
監

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定

め
る
も
の
に
限
る
。
）

「

」
に
、

副
課
（
室
）
長

企
画
広
報
監

企
画
監

地
域
企
画
監

情
報
企
画
監

産
業
企
画
監

県
政
情
報
監

防
災
危
機
管
理
専
門
監

監
査
指
導
監

廃
棄
物
対
策
専
門
監

検
査
監

建
設
監
理
監

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定

め
る
も
の
に
限
る
。
）

「

」
を

事
務
局
次
長

法
務
監

「

」
に
改
め
る
。

理
事
（
人
事
委
員
会
が
定

め
る
も
の
に
限
る
。
）

事
務
局
次
長

法
務
監
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福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
二
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
政
令
」
の
下
に
「
、
省
令
」
を
加
え
、
「
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
が
提
出
す
る
書
類
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
」
の
下
に
「
（
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
県
外
に
住
所
を
有
す

る
者
」
の
下
に
「
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
三
十
二
号

－

第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
公
園
街
路
課
）…

…
…
…
…

一

○
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）…

…
…
…
…

一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

一
六

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（

人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令　
　
　

（
生
活
安
全
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
一

○
福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
二

二　

再
生
医
療
等
製
品
総
括
製
造
販
売
責
任
者
の
要
件
を
満
た
す
者

三　

再
生
医
療
等
製
品
製
造
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す
者

　

様
式
第
八
号
中
「
（第

７
条
関
係

）
」
を
「
（第

８
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
を
削
る
。　

　

様
式
第
十
五
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

12条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

四
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

10条
関
係

）
」
を
「
（第

11条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十

三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

９
条
関
係

）
」
を
「
（第

10条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二

号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「
（第

８
条
関
係

）
」
を
「
（第

９
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一

号
と
す
る
。

　

様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
五
号
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受

験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
を
「
様
式
第
十
七
号
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同

条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
経
験
等
の
証
明
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

店
舗
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又
は
第
三
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
お
い

て
登
録
販
売
者
を
店
舗
管
理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
又
は
配
置
販
売
業
者
が
第
二
類
医
薬
品
又

は
第
三
類
医
薬
品
を
配
置
に
よ
り
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
区
域
に
お
い
て
登
録
販
売
者
を
区
域
管

理
者
と
し
て
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
届
出
の
際
に
、
様
式
第
九
号
又
は
様
式
第
十
号
に
よ
る
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
再
生
医
療
等
製
品
営
業
所
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条　

省
令
第
百
九
十
六
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
知
事
が
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
た
者
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

一　

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
資
格
を
有
す
る
者

　

第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
表
介
護
保
険
課
の
項
中
「
企
画
係
」
を
「
施
設
整
備
係
」
に
、
「
指
導
係

」
を
「
監
査
指
導
第
一
係　

監
査
指
導
第
二
係
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「

母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
の
表
砂
防
課
の
項
中
「
防
災
係

」
を
「
傾
斜
地
保
全
係
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
健
康
増
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
八
条
第
十
六
項
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
「
監
査
指
導
監
を
」
の
下

に
「
、
環
境
部
監
視
指
導
課
に
廃
棄
物
対
策
専
門
監
を
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
四
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
三
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
部
私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事

務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

二　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

私
立
学
校
教
育
職
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

五　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「
（第

15条
関
係

）
」
を
「
（第

16条
関
係

）
」
に
、

注
１

）用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

注
２

）字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

注
３

）申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

注
１
　用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。

　２
　字
は
、
墨
、
イ
ン
ク
等
を
用
い
、
楷
書
で
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
。

　３
　申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
、
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
記

載
す
る
こ
と
。

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
市
町
村
支
援
課
の
項
中
「
企
画
調
整
係
」
を
「
調
整
係
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
の
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
医
療
計
画
係　

地
域
医
療
係
」
に
改
め
、

「
医
師
・
看
護
師
確
保
係　

在
宅
医
療
係
」
を
削
り
、
同
表
高
齢
者
支
援
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

　

（
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
条
の
六　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
支
援
課
の
所
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
係
る
処
分
等
に
関
す
る
こ

と
。

　

二　

地
方
自
治
法
そ
の
他
の
法
律
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
係
の
あ
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
及

び
市
町
村
の
組
合
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
地
方
交

付
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
の
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

市
町
村
に
係
る
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
自
衛
官
の
募
集
に
関
す

る
こ
と
。

　

九　

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
地
方
揮
発
油
譲
与
税
に
関
す
る
こ

と
。

　

十　

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
一　

特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
特
別
と
ん
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
辺
地
整
備
計
画
に
関
す
る

こ
と
。

　

十
四　

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

六　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
大
綱

及
び
総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

八　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

九　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
及
び
県
立
学
校
に
お
け
る
重
大
事
態
に
関
す
る
こ
と
。

十　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

高
等
学
校
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
、
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
一
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

私
学
学
事
振
興
局
私
学
振
興
課
私
学
第
二
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
、
第
七
号
、
第
八

号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
三
の
三
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ニ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

強
く
し
な
や
か
な
国
民
生
活
の
実
現
を
図
る
た
め
の
防
災
・
減
災
等
に
資
す
る
国
土
強
靱
化

基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
の
四
の
三
第
二
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の

推
進
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

　

第
二
十
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
、
「
第
二
十
号
」
を
「
第
十
七
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
三
号
、
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
六
号
」
を

「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

　

第
二
十
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

市
町
村
支
援
課
調
整
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十

五
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

３　

市
町
村
支
援
課
行
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
四
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属

し
な
い
こ
と
と
す
る
。

４　

市
町
村
支
援
課
財
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な

い
こ
と
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し

な
い
こ
と
及
び
同
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
財
政
運
営
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

市
町
村
支
援
課
理
財
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
三
号
、
第
十
三
号
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る

事
務
、
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

同
項
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

６　

市
町
村
支
援
課
税
政
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
収
入
に
係
る
も

の
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
五
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

７　

市
町
村
支
援
課
選
挙
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を

「
前
項
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十

号
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

チ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
ホ
か
ら
チ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
六　

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　

十
七　

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

十
八　

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対

す
る
自
動
車
重
量
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
九　

航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
に
対
す
る
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
関
す
る

こ
と
。

　

二
十　

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務
の
う
ち
、
土
地
開
発
公
社
（
県
の
出
資
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
計
画
に
関
す

る
こ
と
。

　

二
十
三　

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
四　

市
町
村
振
興
に
係
る
企
画
、
調
整
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
五　

市
町
村
計
画
の
策
定
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
六　

市
町
村
合
併
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
七　

市
町
村
振
興
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
八　

市
町
村
、
市
町
村
の
組
合
及
び
財
産
区
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
九　

地
方
開
発
公
社
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十　

市
町
村
又
は
市
町
村
の
組
合
の
行
う
公
営
企
業
の
経
営
に
関
す
る
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
一　

市
町
村
振
興
基
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
二　

地
域
総
合
整
備
資
金
の
貸
付
け
の
う
ち
、
市
町
村
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
三　

市
町
村
の
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
四　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看

護
職
員
確
保
対
策
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

三　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

四　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ

と
。

五　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

七　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

八　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
五
第
一
号
イ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
の
検
査
及
び
監
督
」
を

「
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
薬
品
等
」
を
「

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
」
に
改
め
、
「
の
許
可
、
製
造

販
売
の
承
認
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
基
準
の
適
合
性
の
調
査
、
休
廃
止
等
の
届
出
、
管
理
者
等
の

変
更
命
令
並
び
に
許
可
の
取
消
し
等
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
を
削
り
、
同
号
ト
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
条
第

四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

福
岡
県
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
六
号
、

に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト

と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の

増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
医
療
の
給
付
」
を
「
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
号
中
ヌ
を
ル
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

チ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
乳
肉
及
び
水

産
食
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ホ
中
「
他
課
」
の
下
に
「
及
び
他
係

」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ハ

と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

福
岡
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
十
六
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

医
療
計
画
係

イ　

医
療
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
に
係

る
も
の
（
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文

書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

ハ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
保
健
医
療
介
護
部
医
療
指
導
課
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室

に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
。

二　

施
設
整
備
係

イ　

老
人
福
祉
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

指
定
係

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る

こ
と
。

ロ　

老
人
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
並
び
に
老
人
福
祉

施
設
（
施
設
の
整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

こ
と
。

四　

監
査
指
導
第
一
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保

健
施
設
に
係
る
指
導
及
び
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
に
係
る
運
営
状
況
の
調
査
、
監
査
及
び
こ
れ
に
伴
う
指

導
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
身
体
拘
束
廃
止
の
推
進
に

関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

監
査
指
導
第
二
係

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
の
指
導
及
び
報
告
等
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
導
及
び
監
査
に

関
す
る
こ
と
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

。
ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
外
部
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
三
第
一
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五

第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
七
号
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
一
条
の
七　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
介
護
部
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
の

各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

地
域
支
援
係

イ　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

ロ　

高
齢
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

在
宅
医
療
係

イ　

在
宅
医
療
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

訪
問
看
護
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

在
宅
介
護
・
予
防
係

イ　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
支

援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
居
宅
の
高
齢
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

高
齢
者
虐
待
の
防
止
及
び
認
知
症
対
策
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

四　

介
護
人
材
係

イ　

介
護
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
介
護
支
援
専
門
員
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

福
岡
県
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
一
号
中
ハ
を
ホ
と
し
、
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ　

介
護
保
険
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

介
護
保
険
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト　

耕
作
放
棄
地
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
一
号
イ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
二
条
第
一
号
ヲ
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
三
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ヘ　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
四
第
四
号
ニ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ロ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
一
号
イ
中
「
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
」
を
「
森
林
保
険

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ　

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
林
業
普
及
指
導
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
四
十
三
条
の
六
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
チ
ま
で
を
ロ
か
ら
ト
ま
で
と
す
る

。
　

第
四
十
三
条
の
八
第
一
号
ロ
中
「
水
産
局
」
の
下
に
「
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推

進
室
及
び
同
局
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
漁
業
管
理
課
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条
の
八
の
二　

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
全
国
豊

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
八
号

」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
中
「
（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に
限
る

。
）
、
第
七
号
」
を
「
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
及
び
一
時
預
か
り
事
業
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
放
課

後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
限
る
。
）
ま
で
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
務
の
う
ち
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
並
び
に
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
に
関

す
る
こ
と
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
保
育
所
及
び
認

定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
施
設
型
給
付
費
並
び
に
地
域
型
保
育
給
付
費
に
関
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
三
号
中
「
母
子
福
祉
係
」
を
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号

イ
及
び
ロ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
母
子
家
庭
」
の
下
に
「
、
父
子
家
庭
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
一
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ヘ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
ヲ
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
九
第
三
号
ト
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣

の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
条
第
一
号
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ニ　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十

属
し
な
い
こ
と
並
び
に
同
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す

る
。

３　

砂
防
課
砂
防
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と

及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
砂
防
設
備
に
係
る
も
の
の
技
術
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
五
十
七
条
第
一
号
中
リ
を
ヌ
と
し
、
チ
を
リ
と
し
、
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
二
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
七
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と

。

　

第
五
十
七
条
第
四
号
ホ
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
こ
と
」
の

下
に
「
（
立
地
適
正
化
計
画
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
す
る
。

　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
の
項
を
削
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
項
中
「
調
停
」
の
下
に
「
、
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示

」
を
加
え
、
同
表
福
岡
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及

び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
五
十
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
及

び
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
砂
防
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
五
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
土
整
備
部
砂
防
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一　

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

二　

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
採
取
計
画
の
認
可
そ
の
他
災
害
防
止
命
令
等
に
係
る

土
木
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

三　

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
の
う
ち
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
係
る
も
の
の

技
術
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

五　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

六　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

七　

ぼ
た
山
災
害
防
止
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産
の
う
ち
、
砂
防
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

砂
防
課
傾
斜
地
保
全
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
土
地
の
制
限
又
は

管
理
に
関
す
る
こ
と
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に

　

第
七
十
条
中
「
及
び
副
所
長
」
を
「
、
副
所
長
及
び
企
画
主
幹
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
七
十
一
条　

福
岡
県
東
京
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
の
団
体
又
は
個
人
と
の
連
絡
及
び
情
報
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
物
産
の
紹
介
及
び
あ
つ
旋
並
び
に
販
路
拡
張
に
関
す
る
こ
と
。

三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

四　

企
業
等
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

２　

福
岡
県
東
京
事
務
所
総
務
課
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。
３　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
内

閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
及
び
防
衛
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

４　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
文

部
科
学
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

５　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
三
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
外

務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

６　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
四
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
農

林
水
産
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

７　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
五
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
経

済
産
業
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

８　

福
岡
県
東
京
事
務
所
行
政
第
六
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
国

土
交
通
省
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

９　

福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
一
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
国
内
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。
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福
岡
県
東
京
事
務
所
企
業
誘
致
第
二
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち

、
海
外
企
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
八
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を
「
（
設
置
及
び
名
称
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
位
置
」

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条

第
二
項
」
に
、
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
福

岡
県
公
務
災
害
等
補
償
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
表
福
岡
県
薬
事
審
議
会
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
農
業
・
農
村

振
興
審
議
会
の
項
中
「
福
岡
県
農
業
・
農
村
振
興
審
議
会
」
を
「
福
岡
県
農
林
水
産
業
振
興
審
議
会
」

に
、
「
農
業
及
び
農
村
」
を
「
農
林
水
産
業
及
び
農
山
漁
村
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
務
課　
　
　
　

「
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
画
課　
　
　
　
　

行
政
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
一
課　
　
　

行
政
第
二
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
二
課　
　
　

行
政
第
三
課

　

第
六
十
九
条
第
二
項
の
表
中　

行
政
第
三
課　

を　

行
政
第
四
課　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
四
課　
　
　

行
政
第
五
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
五
課　
　
　

行
政
第
六
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
政
第
六
課　
　
　

企
業
誘
致
第
一
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

産
業
振
興
課
」　
　

企
業
誘
致
第
二
課
」

14　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
係
に
あ
つ
て
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
区
域
の
第
一
項
第
八
号
チ
に
規
定
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
。

　

第
九
十
八
条
第
一
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る

健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
直
方
市
、
飯
塚
市
、
田
川
市
、
行
橋
市
、

豊
前
市
、
中
間
市
、
筑
紫
野
市
、
春
日
市
、
大
野
城
市
、
宗
像
市
、
太
宰
府
市
、
古
賀
市
、
福

津
市
、
宮
若
市
、
嘉
麻
市
、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
、
糟
屋
郡
、
遠
賀
郡
、
鞍
手
郡
、
嘉
穂
郡
、
田

川
郡
、
京
都
郡
及
び
築
上
郡
の
区
域
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
九
十
八
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
食
鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処

理
業
に
係
る
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
的
障
害
者
支
援
課

　

第
百
五
条
の
表
中
「
相
談
課　

を　

身
体
障
害
者
支
援
課　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
定
課
」　
　
　

手
帳
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
援
係　
　
　
　

」

　

第
百
六
条
中
「
課
長
を
」
の
下
に
「
、
各
係
に
係
長
を
」
を
加
え
る
。

　

第
百
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第
百
七
条　

障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
又
は
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

知
的
障
害
者
支
援
課

イ　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る

事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関

を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
ア
ベ
ニ
ー
ル
福
岡
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
22
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
中
「
療
育
指
導
」
の
下
に
「
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑾　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⒂
を
同
号
イ
⒄
と
し
、
同
号
イ
⒁
を
同
号
イ
⒃
と
し
、
同
号
イ
⒀
中

「
等
難
病
」
を
削
り
、
同
号
イ
⒀
を
同
号
イ
⒂
と
し
、
同
号
イ
中
⑿
を
⒀
と
し
、
⒀
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

⒁　

成
人
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑾
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑿　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
健
康
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
チ
中
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
を
「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
チ
を
削
り
、
同
号
リ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
チ
と
し
、
同
号
中
ヌ
を
リ
と
し
、
ル
か
ら
カ
ま
で
を
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号
ル
中
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
七
号
イ
、
第
六
項
第
十

一
号
イ
及
び
第
八
項
第
六
号
イ
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項

の
表
下
欄
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
食
品
表
示
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
食

品
表
示
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
関
連
事
業
者
等
又
は
食
品
関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に

関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
関
す
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
に
関
す
る
こ
と
」
を
加
え
、
同
条

第
十
二
項
中
「
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
の
表
下
欄
中
「
鳥

獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第

十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
福
岡
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改

め
る
。

　

第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
住
宅
建
築
科
」
を
「
建
築
科
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三　

観
光
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
農
林
事
務
所
の
項
中
「
県
営
林
係
」
を
削
る
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
中
サ
を
削
り

、
コ
を
サ
と
し
、
ケ
を
コ
と
し
、
ク
を
ケ
と
し
、
キ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ク　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
シ
を
削
り
、
ス
を
シ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
中
ト
を
削
り
、
ナ
を

ト
と
し
、
ニ
を
ナ
と
し
、
ヌ
を
ニ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
ウ
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
中
「
食

育
」
の
下
に
「
及
び
地
産
地
消
」
を
加
え
、
同
号
ハ
⑵
ヌ
を
同
号
ハ
⑵
ネ
と
し
、
同
号
ハ
⑵
中
ニ
を
ヌ

と
し
、
チ
か
ら
ナ
ま
で
を
ツ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
タ
を
削
り
、
ソ
を
チ
と
し
、
シ
か
ら
セ
ま
で
を
セ
か

ら
タ
ま
で
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

シ　

食
品
表
示
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
品
質
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ス　

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑶
中
ニ
を
ヌ
と
し
、
セ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ニ
ま
で
と
し
、
ス

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

セ　

養
豚
農
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
う
ち
、
」
の
下
に
「
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
及

び
」
を
加
え
、
同
号
ホ
⑶
ア
中
「
及
び
災
害
に
強
い
た
め
池
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
へ
⑴
中
ア

を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
か
ら
ク
ま
で
を
イ
か
ら
キ
ま
で
と
し
、
同
号
ヘ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

ク　

県
営
林
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
（
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

市
町
村
の
援
護
（
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

知
的
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と

。
ニ　

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二　

身
体
障
害
者
支
援
課

イ　

手
帳
係

⑴　

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
医
師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
及
び
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

。
⑵　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

福
岡
県
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
審
査
部
会
に
関
す
る
こ
と
。

ロ　

支
援
係

⑴　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
等
に
対
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助

に
関
す
る
こ
と
（
身
体
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

⑵　

市
町
村
の
援
護
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の

提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

⑶　

身
体
障
害
者
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

⑷　

身
体
障
害
者
の
医
学
的
、
心
理
学
的
及
び
職
能
的
判
定
並
び
に
補
装
具
の
処
方
及
び
適
合

判
定
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

街
路
係　
　
　
　
　
　
　

高
架
係

　
　

高
架
係　
　
　

」　
　

災
害
事
業
室　
　

」

に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
中
「
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
」
に

、
「
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
「
及
び
災
害
事
業
室

」
を
削
り
、
「
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
北
九
州
県
土

整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡
県
北
九
州
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
を
「
福
岡

県
田
川
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
並
び
に
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
を
「
、
福
岡
県
那

珂
県
土
整
備
事
務
所
の
災
害
事
業
室
及
び
福
岡
県
南
筑
後
県
土
整
備
事
務
所
柳
川
支
所
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
流
域
下
水
道
施
設
」
を
「
幹
線
管
渠
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
号
ヘ
及
び
第
十
一
号
ヘ
」
を
「
第
九

号
ヘ
及
び
第
十
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
道
路
課
」
を
「
道
路
維
持
課
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

道
路
建
設
課

イ　

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務

　

第
二
百
三
十
三
条
第
七
項
第
六
号
イ
中
「
災
害
事
業
第
一
課
」
を
「
災
害
事
業
課
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
中
「
の
国
道
、
県
道
及
び
砂
防
施
設
」
を
削
り
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
条
第
八

項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
六
号
イ
中
「
第
一
項
第
六

号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
イ
中
「
第
二
項
第
九
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
八

号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
七
号
ヘ
及
び
第
八
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
ヘ
及
び
第

九
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第

六
号
ハ
中
「
第
八
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
項
第
七
号
ハ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同

項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

災
害
事
業
室

イ　

高
尾
川
流
域
の
床
上
浸
水
対
策
特
別
緊
急
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
百
四
十
条
第
二
項
の
表
福
岡
県
伊
良
原
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
中
「
用
地
第
一
係

　

　

用
地
第
二
係
」
を
削
る
。

ケ　

森
林
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
⑶
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
ホ
⑵
ア
中
「
農
道
整
備
事
業
」

の
下
に
「
、
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
、
農
業
水
利
施
設
保
全
対
策
事
業
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
⑴
中
「
並

び
に
朝
倉
市
」
及
び
「
田
主
丸
町
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
三
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
第
四
項

第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
及
び
⑶
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
第
一
号
ホ
⑴
エ
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
ア
中
「
、

筑
後
市
及
び
大
川
市
」
を
「
及
び
筑
後
市
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
ア
を
イ
と
し
、
イ
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

ア　

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
農
業
用
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
百
六
十
四
条
第
五
項
第
一
号
ヘ
⑴
ア
中
「
、
農
業
用
河
川
工
作
物
の
応
急
対
策
に
係
る
た
め
池
等

整
備
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
ア
中
「
に
関
す
る
も
の
で
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
公
害
防
除

特
別
土
地
改
良
事
業
」
を
削
り
、
同
号
ト
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
六
号
イ
⑴
中
「
及
び
⑶
」
を
削
る

。
　

第
百
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
福
岡
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中
「
災
害
事
業
室
」
を
削
り
、

「
道
路
課　
　
　
　
　

「
道
路
維
持
課

　
　

維
持
係　
　
　
　
　
　

維
持
係

同
表
福
岡
県
久
留
米
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

交
通
安
全
係　

を　
　

交
通
安
全
係　

に
改
め
、

　
　

建
設
第
一
係　
　
　

道
路
建
設
課

　
　

建
設
第
二
係
」　
　
　

建
設
第
一
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
設
第
二
係
」

「
災
害
事
業
第
一
課　
　

　
　

災
害
道
路
係　
　
　
　

「
災
害
事
業
課

同
表
福
岡
県
八
女
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　
　

災
害
砂
防
係　
　
　

を　
　

災
害
事
業
係　
　
　

に

　

災
害
事
業
第
二
課　
　
　
　
　

災
害
河
川
第
一
係

　
　

災
害
河
川
第
一
係　
　
　
　

災
害
河
川
第
二
係
」

　
　

災
害
河
川
第
二
係
」　
　

「　

災
害
道
路
係　
　
　

「
都
市
施
設
整
備
課

改
め
、
同
表
福
岡
県
那
珂
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中　

都
市
施
設
整
備
課　

を　
　

街
路
係　
　
　
　

ハ　

法
第
十
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項

を
記
載
し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る

こ
と
（
負
担
上
限
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
二
十
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

　

第
二
百
六
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
更
生
相
談
所
の
各
課
」
を
「
の
各
課
、
障
害
者

更
生
相
談
所
知
的
障
害
者
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
一
条
の
十
一
第
一
号
イ
及
び
第
四
十

三
条
の
四
第
五
号
ロ
の
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
第
一
号
の
表
福
岡
県
環
境
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

（
「
鳥
獣
保
護
及
び
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十

九
条
第
一
項
第
七
号
リ
、
同
条
第
十
三
項
の
表
及
び
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
カ
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
一
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。

イ　

法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す

る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
費
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、

医
療
受
給
者
証
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
七
条
の
二
十
六
第
一
号
に
規
定
す
る
事

項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品
関
連
事
業
者
と

そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示

に
つ
い
て
必
要
な
報
告
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
所
属
職

員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る

食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材
料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を

検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ
と
。

ホ　

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る

表
示
が
適
正
で
な
い
た
め
一
般
消
費
者
の
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
旨
の
申
出
を
受
け

付
け
る
こ
と
。

ヘ　

法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
五
項
第
四
号
中
「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
薬
事
法
施
行
規
則
」
を
「
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
並
び
に
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
四
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え

、
同
号
ヘ
中
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
削
り
、
同
号
ル
中
「
、
薬
局
開
設
」
を

削
り
、
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
賃
貸
業
」
を
「
貸
与
業
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
」
に
改

め
、
同
号
ル
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヌ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
総
取

扱
処
方
せ
ん
数
」
を
「
総
取
扱
処
方
箋
数
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ト
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

チ　

施
行
令
第
一
条
の
六
第
三
項
及
び
第
一
条
の
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
局
開
設
の
許
可
証
の

返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
六
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
高
齢
者
地
域
包
括
ケ

ア
推
進
課
」
に
改
め
、
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
」
を
削
り
、
同

項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
次
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「

区
域
に
お
い
て
は
」
の
下
に
「
、
」
を
加
え
、
「
第
一
号
」
を
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五

が
あ
つ
た
場
合
に
、
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

六　

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
領
す
る
こ
と
（
施
行

規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ロ　

法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
い
、
医
療
受
給
者
証

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
。

ハ　

法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
に
変
更
の
認
定
に
係
る
事
項
を
記
載

し
、
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。

ニ　

施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ

と
（
負
担
上
限
月
額
の
変
更
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ホ　

施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
受
け
る
こ
と

。

　

第
二
十
条
第
三
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第

十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
第
二
十
三
条

の
二
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
食
肉
衛
生
検
査
所
長
へ
の
委
任
事
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ　

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品

を
販
売
し
、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
し
な
い
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表
示
事
項
を
表
示
し

、
又
は
遵
守
事
項
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
。

ロ　

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係

る
措
置
を
と
ら
な
か
つ
た
者
に
対
し
、
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

ハ　

法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
関
連
事
業
者
等
に
対
し
、
食
品
の
回
収
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
停
止
す
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

出
を
行
う
共
済
契
約
者
が
経
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

二　

老
人
福
祉
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関

し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
並
び
に
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助

及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

ロ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

に
対
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
又
は
そ
の
施
設
等

に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
。

三　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
七
号
）
を
「
施
行
規

則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
記
に
係
る
不
動
産
が
社
会
福
祉
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

四　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
号
中
「

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の

看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
八
項
第
五
号
イ
及
び
第
九
項
第
六
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
第

一
号
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
旧
法
」
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険

法
」
」
に
改
め
、
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
地
域
に
お
け
る

医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
同
法
第
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
中
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す

る
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
リ
か
ら
ル
ま
で
の
規
定
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保

険
法
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
ワ
中
「
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
」
を
「
又

は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
法

第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
各
号
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
八
」
に
改

め
、
同
号
カ
中
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法

第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ヨ
中
「
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は

平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一　

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
。
以
下
こ
の

号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

こ
の
号
中
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。

イ　

施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
申
込
み
に
係
る
社
会
福
祉
施
設

又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
が
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を

行
う
こ
と
。

ロ　

施
行
規
則
第
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
こ
と
の
証
明
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
施
設
若
し
く
は
事
業
が
当
該
申

　

第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
「
施
行
令
」
」
の
下
に
「
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
を
「
施
行
規
則
」
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に

「
並
び
に
施
行
規
則
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ　

施
行
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
帳
の

返
還
が
な
く
、
か
つ
、
身
体
障
害
者
本
人
が
死
亡
し
た
事
実
が
判
明
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る

こ
と
。

　

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「

定
款
変
更
」
の
下
に
「
の
届
出
」
を
加
え
、
「
認
可
す
る
」
を
「
受
領
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

ヲ
中
「
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
八
十
三
条
」
を
「
第
五
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し

、
同
条
第
六
項
第
六
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護

及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
」
を
「
第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し

、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
七
十
条
第
九
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
二
号
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
所
管
す
る
職
員
に
係
る

子
ど
も
手
当
」
及
び
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
条
の
五
か
ら
第
七
十
六
条
の
七
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
五
十

条
第
六
項
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
知
事
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
の
際
現
に
知
事
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
改
正
後
の
福
岡
県
事
務

委
任
規
則
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
が
処
理
し
、
又
は
管

イ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
若
し
く
は

園
長
に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
所
属
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て

質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
一
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、

第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

福
岡
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
号
中
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

イ　

条
例
第
二
十
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
の
取
得
に
対
し
不
動
産
取
得

税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
の
証
明
を
行
う
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
十
三
項
第
五
号
イ
中
「
も
の
で
あ
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
ム
中
「
第
十

八
条
の
十
八
」
を
「
第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
ロ
中
「
設
置
」
を
「
使
用
」
に
改
め

、
同
項
第
五
号
ロ
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条
第
四

項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
六
項
」
に
改
め

、
同
項
第
六
号
リ
中
「
要
求
」
を
「
求
め
、
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
第
五
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第

一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
第
三
号
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に

、
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
傷
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

緊
急
に
保
護
を
要
す
る
も
の
の
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
の
目
的
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

食
品
表
示
法
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
と
畜
場
又
は
食

鳥
処
理
場
に
併
設
し
て
営
業
す
る
食
肉
処
理
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）

イ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
に
、
食
品
関
連
事
業
者
等
若
し
く
は
食
品

関
連
事
業
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
の
場
所

に
立
ち
入
り
、
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
状
況
若
し
く
は
食
品
、
そ
の
原
材

料
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又

は
試
験
の
用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
食
品
若
し
く
は
そ
の
原
材
料
を
無
償
で

収
去
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
」
を
削
る
。

出

先

機

関　
　

福
岡
県
警
察
本
部　
　

福　

岡　

県　

教　

育　

庁　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
項
中

　

第
十
六
条
第
十
二
号
の
二
イ
中
「
、
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
七
中
「
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
を
「
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
六
号

本　
　

庁　
　

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
受
任
者
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
受
任
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
申
請
等
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
七
中
「
高
齢
者
支
援
課
」
を
「
介
護
保
険
課
」
に
改
め
、
同
号
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
級
別
標
準
職
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
イ
甲
表
中

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
青
少
年
対
策
事
務
関
係
の
項
中

対
策
事
務
関
係
の
項
担
当
事
務
の
欄
第
六
号
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

、
同
表
用
地
取
得
事
務
関
係
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
訓
令
第
七
号

本　
　

庁　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
消
費
者
行
政
連
絡
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

別
表
第
四
イ
甲
表
中

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
条
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
二
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
議
会
事
務
局
の
項
中
「
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長　

理
事
」
に
改
め
、
同
表
知
事
部
局

の
項
中
「
監
査
指
導
監
」
を
「
監
査
指
導
監　

廃
棄
物
対
策
専
門
監
」
に
、
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課

の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査
」
を
「
県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

交
流
第
二
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中
「
相
談
課
長
」
を
「
知
的
障
害
者
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


